
５　個人演説会に関する調

５　個人演説会等に関する調

　(1)　個人演説会等の会場数に関する調

区　名　  　

中央区 北 区 東 区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南 区 西 区 手稲区 札幌市計

 区　分  　

小 学 校 16 29 27 20 13 21 15 18 20 16 195 

中 学 校 8 14 14 8 7 10 7 10 10 9 97 

高等学校 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 7 

養護学校 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 

幼 稚 園 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 6 

公 民 館 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

小 計 27 46 41 29 20 34 24 32 32 25 310 

市民会館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

地 区
センター

1 4 3 3 2 2 1 3 3 2 24 

区 民
センター

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

コミュニティ
セ ン タ ー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

地 区
集 会 所

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

小 計 3 7 4 4 3 3 2 5 4 4 39 

地区会館
等集会所

11 7 7 7 4 7 3 6 4 2 58 

市営住宅
集 会 所

0 4 5 1 12 2 2 2 1 4 33 

そ の 他 9 2 0 3 2 1 0 0 3 0 20 

小 計 20 13 12 11 18 10 5 8 8 6 111 

合　　　計 50 66 57 44 41 47 31 45 44 35 460 

※東区の中学校には「開成中等教育学校」及び「義務教育学校福移学園」、清田区の幼稚園には

「認定こども園にじいろ」、南区の中学校には「義務教育学校定山渓学園」を含む。
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５　個人演説会に関する調

　(2) 個人演説会等の会場使用回数に関する調 （単位　回）

区分 施　  設 　 の 　 使 　 用　  回　  数

公　費 候補者 公　費 候補者 公　費 候補者 公　費 候補者
区名 負　担 負　担 負　担 負　担 負　担 負　担 負　担 負　担

中央区 － － － － 2 － 2 － 

北　区 － － － － － － － － 

東　区 － － － － － － － － 

白石区 － － 1 － 1 － 2 － 

厚別区 － － － － － － － － 

豊平区 － － － － － － － － 

清田区 － － － － － － － － 

南　区 － － － － － － － － 

西　区 － － － － － － － － 

手稲区 － － － － － － － － 

札幌市計 0 0 1 0 3 0 4 0 

中央区 － － － － － － － － 

北　区 － － － － 1 － 1 － 

東　区 － － － － － － － － 

白石区 － － － － － － － － 

厚別区 － － － － － － － － 

豊平区 － － － － － － － － 

清田区 － － － － － － － － 

南　区 － － － － － － － － 

西　区 － － － － － － － － 

手稲区 － － － － － － － － 

札幌市計 0 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 4 0 5 0合　計

合 計

選
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の

別

選
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区

比

例

代

表

法第161条第１項第１
号の学校及び公民館

法第161条第１項第２
号の公会堂

法第161条第１項第３
号の市の選挙管理委員
会の指定した施設

－ 133 －


